
○ 平 成 二 年 郵 政 省 告 示 第 二 百 五 十 号 （ 無 線 従 事 者 の 養 成 課 程 の 終 了 の 際 に 行 う 試 験 の 実 施 を 定 め る 件 ） の 一 部 を 改 正 す る 告 示 案 新 旧 対 照 表 

（ 下 線 部 分 が 変 更 箇 所 ） 

改 正 案 現 行 

  

一 ～ 二 （ 略 ） （ 同 上 ） 

三 試 験 の 方 法 （ 同 上 ） 

 試 験 の 方 法 は 、 授 業 科 目 （ 以 下 「 科 目 」 と い う 。 ） 別 に 従 い 次 の と お

り と す る 。 

１ 無 線 工 学 及 び 法 規 

（ 同 上 ） 

㈠ ～ ㈣ （ 略 ） （ 同 上 ） 

㈤ 電 子 計 算 機 に 解 答 を 入 力 す る 方 法 又 は 筆 記 に よ り 行 う こ と と し 、

電 子 計 算 機 に 解 答 を 入 力 す る 方 法 に あ っ て は 、 次 に 掲 げ る 措 置 が 講

じ ら れ て い る も の で あ る こ と 。 た だ し 、 第 三 級 陸 上 特 殊 無 線 技 士 、

第 二 級 ア マ チ ュ ア 無 線 技 士 、 第 三 級 ア マ チ ュ ア 無 線 技 士 及 び 第 四 級

ア マ チ ュ ア 無 線 技 士 の 資 格 に あ っ て は 、 総 合 通 信 局 長 （ 沖 縄 総 合 通

信 事 務 所 長 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） が 特 に 必 要 と 認 め る 場 合 に は 、 他

の 方 法 に よ る こ と が で き る 。 

㈤ 電 子 計 算 機 に 解 答 を 入 力 す る 方 法 又 は 筆 記 に よ り 行 う こ と と

し 、 電 子 計 算 機 に 解 答 を 入 力 す る 方 法 に あ っ て は 、 次 に 掲 げ る 措

置 が 講 じ ら れ て い る も の で あ る こ と 。 た だ し 、 第 三 級 陸 上 特 殊 無

線 技 士 、 第 三 級 ア マ チ ュ ア 無 線 技 士 及 び 第 四 級 ア マ チ ュ ア 無 線 技

士 の 資 格 に あ っ て は 、 総 合 通 信 局 長 （ 沖 縄 総 合 通 信 事 務 所 長 を 含

む 。 以 下 同 じ 。 ） が 特 に 必 要 と 認 め る 場 合 に は 、 他 の 方 法 に よ る

こ と が で き る 。 

  ㈥ ・ ㈦ （ 略 ） （ 同 上 ） 

  ㈧ 問 題 及 び 試 験 時 間 は 次 に よ る も の と し 、 そ の 区 分 の 欄 は 、 平 成 五

年 郵 政 省 告 示 第 五 百 五 十 三 号 に 定 め る 養 成 課 程 実 施 要 領( 以 下 「 実

施 要 領 」 と い う 。) 中 の 別 表 第 一 号 又 は 別 表 第 三 号 の 科 目 及 び 内 容

の 分 類 の う ち 授 業 内 容 の 欄 に そ れ ぞ れ 掲 げ る も の と す る 。 た だ し 、

（ 同 上 ） 

別
添
２
 



実 施 要 領 第 二 項 第 四 号 の 規 定 に 基 づ き 実 施 要 領 と 異 な る 要 領 に よ

る こ と と し た 場 合 に は 、 他 の 問 題 数 及 び 試 験 時 間 に よ る こ と が で き

る 。  

  ⑴ 無 線 工 学 （ 同 上 ） 

養 成 課 程 の 種 別 区   分 問 題 数 総 数 試 験 時 間 

第 一 級 陸 上 特 殊 無

線 技 士 
（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

第 二 級 ア マ チ ュ ア

無 線 技 士 

電 波 の 性 質 五 二 十 一 時 間 三

十 分 電 気 磁 気 

電 気 回 路 

半 導 体 及 び 電 子 管 

電 子 回 路 

無 線 通 信 装 置 六 

混 信 等 六 

電 波 障 害 

空 中 線 系 

電 波 伝 搬 

整 合 

電 源 三 

測 定 

点 検 及 び 保 守 

第 三 級 ア マ チ ュ ア

無 線 技 士 及 び 第 四

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

養 成 課 程 の 種 別 区   分 問 題 数 総 数 試 験 時 間 

第 一 級 陸 上 特 殊 無

線 技 士 

 

 

 

 
 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

第 三 級 ア マ チ ュ ア

無 線 技 士 及 び 第 四

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

    



級 ア マ チ ュ ア 無 線

技 士 
 

級 ア マ チ ュ ア 無 線

技 士 

    

 

注 一 ～ 三 （ 略 ） （ 同 上 ） 

   ⑵ 法 規 （ 同 上 ） 

養 成 課 程 の 種 別 区     分 総
数 

試
験

時
間 

国 内 法 規 国
際

法
規 

電
波

法
の

目
的 

無
線

局
の

免
許 

無
線

設
備 

無
線

従
事

者 
運

用 

業
務

書
類 

監
督 

罰
則

等 

関
係

法
令 

国 内 電 信 級 陸 上

特 殊 無 線 技 士 

二 一 四 三  十 四
十

五
分 

第 二 級 ア マ チ ュ

ア 無 線 技 士 

一 一 一 四
（

注
） 

二  一 十 六
十

分 

第 三 級 ア マ チ ュ

ア 無 線 技 士 

（ 略 ） （
略

） 

（
略

） 

（ 略 ） （
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 
 

養 成 課 程 の 種 別 区     分 総
数 

試
験

時
間 

国 内 法 規 国
際

法
規 

電
波

法
の

目
的 

無
線

局
の

免
許 

無
線

設
備 

無
線

従
事

者 

運
用 

業
務

書
類 

監
督 

罰
則

等 

関
係

法
令 

国 内 電 信 級 陸 上

特 殊 無 線 技 士 

 

 

 

 

 

 

二 一 四 三  十 四
十

五
分 

第 三 級 ア マ チ ュ

ア 無 線 技 士 

 

（ 略 ） （
略

） 

（
略

） 

（ 略 ） （
略

） 

（
略

） 

（
略

） 

（
略

） 
 



注 （ 略 ） （ 同 上 ） 
２ 以 下 （ 略 ） （ 同 上 ） 

四 （ 略 ） （ 同 上 ） 

  

 


